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平成３０年度答申第５３号  
平成３０年１２月４日 

 
諮問番号 平成３０年度諮問第４４号（平成３０年１０月１８日諮問） 
審 査 庁 特許庁長官 
事 件 名 特許料等追納手続却下処分に関する件 
 

答  申  書 
 
審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 
 

結     論 
 

本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は妥当である。 
 

理     由 
 
第１ 事案の概要 
 １ 事案の経緯 
（１）審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）の代表者であるＰは、平

成２３年３月２５日、特許ａ号（以下「本件特許権」という。）の権利者

となり、審査請求人は、同人から同年８月２９日受付の移転登録を受け、

本件特許権の権利者となった。 
（２）特許法（昭和３４年法律第１２１号）１０８条２項の規定による本件特

許権の第６年分の特許料の納付期間の末日（以下「納付期限」という。）

である平成２８年３月２５日までに、本件特許権の特許料の納付手続が行

われず、さらに、同法１１２条１項の規定による特許料を追納することが

できる期間の末日（以下「追納期限」という。）である同年９月２６日

（同月２５日が行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）

１条１項１号に掲げる日に該当するため、特許法３条２項の規定により、

追納期限は翌日の同月２６日となる。）までに、本件特許権について特許

料及び割増特許料が納付されなかったこと（以下「本件期間徒過」とい
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う。）から、本件特許権は特許料の納付期間が経過した時に遡って消滅し

たものとみなされた。 
（３）審査請求人は、本件特許権につき、追納期限までに特許料及び割増特許

料を納付しなかったことについて「正当な理由」があるとして、特許法１

１２条の２第１項に基づき、平成２９年３月２４日付けで、納付年分を第

６年分と第７年分とする特許料納付書及び回復理由書を特許庁長官（以下

「処分庁」又は「審査庁」という。）に提出した。 
（４）処分庁は、審査請求人に対し、平成２９年７月２５日発送の却下理由通

知書により、特許料の追納による特許権の回復に係る手続については、追

納期限までに特許料及び割増特許料を納付しなかったことについて「正当

な理由」があるとはいえず、特許法１１２条の２の要件を満たしていない

ことから、同法１８条の２第１項本文の規定に基づき却下すべき旨を通知

するとともに、弁明の機会を付与した。 
（５）審査請求人は、平成２９年９月２５日付けで、処分庁に対し、弁明書を

提出した。 
（６）処分庁は、平成３０年１月２３日発送の文書で、審査請求人に対し、特

許料の追納による特許権の回復に係る手続について、却下理由通知書に記

載した理由により却下処分（以下「本件却下処分」という。）をした。 
（７）審査請求人は、平成３０年４月２３日付けで、審査庁に対し、本件却下

処分の取消しを求めて、本件審査請求をした。 
（８）審査庁は、平成３０年１０月１８日、当審査会に対し、本件審査請求は

棄却すべきであるとして諮問をした。 
以上の事案の経緯は、諮問書、審理員意見書、審査請求書、特許料納付書、

回復理由書、却下理由通知書、弁明書（審査請求人作成）及び手続却下の処

分から認められる。 
２ 関係する法令の定め 
（１）特許料の納付及びその期限 

特許法１０７条１項は、特許権者は、特許料として、特許権の設定の登

録の日から存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、所定の金額

を納付しなければならない旨規定し、同法１０８条２項本文は、第４年以

後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない旨規定する。 
（２）特許料の追納 

特許法１１２条１項は、同法１０８条２項に規定する期間内に特許料を
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納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その

期間の経過後６月以内にその特許料を追納することができる旨規定し、同

法１１２条２項は、同条１項の規定により特許料を追納する特許権者は、

同法１０７条１項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同

額の割増特許料を納付しなければならない旨規定する。 
また、特許法１１２条４項は、特許権者が特許料を追納することができ

る期間内に、特許料及び割増特許料を納付しないときは、その特許権は、

同法１０８条２項本文に規定する期間の経過の時に遡って消滅したものと

みなす旨規定する。 
（３）特許料の追納期間経過後における特許料の追納による特許権の回復 

特許法１１２条の２第１項は、同法１１２条４項の規定により消滅した

ものとみなされた特許権の原特許権者は、特許料を追納することができる

期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなかったことについ

て正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その特

許料及び割増特許料を追納できる旨規定する。 
特許法施行規則（昭和３５年通商産業省令第１０号）６９条の２第１項

は、経済産業省令で定める期間は、正当な理由がなくなった日から２月と

する旨、ただし、当該期間の末日が特許料を追納することができる期間の

経過後１年を超えるときは、その期間の経過後１年とする旨規定する。 
（４）不適法な手続の却下 

特許法１８条の２第１項本文は、特許庁長官は、不適法な手続であって、

その補正をすることができないものについては、その手続を却下するもの

とする旨規定し、同条２項は、同条１項の規定により却下しようとすると

きは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、

弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない旨規定する。 
 ３ 審査請求人の主張の要旨 

審査請求人との許諾同意に基づき、Ｑ社は、本件特許権の手続全般に関し

て排他的な権利と責任を有していた。本件期間徒過は、追納期限の時点にお

いてＱ社が破産手続の最中で混乱した状況にあったため生じた。 
Ｑ社の最高債務整理責任者であるＲ氏（以下「本件責任者」という。）は、

Ｓ事務所（以下「本件事務所」という。）に対し、審査請求人の全ての特許

権に関するファイル及びデータをＴ組合（有限責任事業組合）（以下「本件

ＬＬＰ」という。）に移管するよう指示し、本件事務所は本件ＬＬＰに本件
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特許権の納付期限が平成２８年９月２５日であることを示すドケットレポー

ト（以下「本件レポート」という。）を送付した。Ｑ社の本件責任者は、本

件ＬＬＰに対し、全ての特許権の期日を知らせるよう指示したが、本件責任

者に知らされた期日データのリストが本件特許権の期日データを正しく含ん

でいなかったという予測できなかった事情が発生したことにより、本件期間

徒過が生じた。 
第２ 諮問に係る審査庁の判断 

審査庁の諮問に係る判断は審理員の意見と同旨であるところ、審理員の意見

の概要は以下のとおりである。 
本件ＬＬＰは、本件レポートの「Ｎｅｘｔ Ｄｕｅ」（次の期限）欄の日付

が納付期限であるのか、追納期限であるのかを確認し、これを正確に把握した

上で、特許料及び割増特許料の納付に関する期間管理を行うことが当然に求め

られるところ、本件ＬＬＰの担当者は、本件特許権に関する上記欄の日付が追

納期限であったにもかかわらず、上記のような確認を行うことなく、納付期限

であると軽信して、本件ＬＬＰの期間管理用ソフトウェアに誤った期限を入力

したため、本件期間徒過が生じたというのであり、本件ＬＬＰが本件期間徒過

を回避するために相当な注意を尽くしていたということができないことは明ら

かである。 
第３ 調査審議の経緯及び審査関係人の補充主張 
１ 調査審議の経緯 

当審査会は、平成３０年１０月１８日に審査庁から諮問を受けた。その後、

当審査会は同年１１月７日、同月１６日、同月２２日及び同月２９日の計４

回の調査審議を行い、その間に、審査請求人から、同月２日付けで、主張書

面の提出を受けた。 
２ 審査請求人の補充主張 

審理員意見書では、上記第２のとおり判断しているが、一般的な商取引に

おいて、依頼者から送付されてきた注文書が合理的に理解できる場合には、

当該注文書に誤りがあると疑う者はないのであって、審理員の判断は、労働

生産性等の労働作業に関する一般原理を無視した全く非合理的なものといわ

ざるを得ない。 
第４ 当審査会の判断 
 １ 審理員の審理手続について 

当審査会に提出された主張書面及び資料によれば、本件審査請求に関する
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審理員の審理の経過は以下のとおりである。 

（１）審理員の指名 

審査庁は、平成３０年６月８日付けで、本件審査請求の審理手続を担当

する審理員として、特許庁総務部総務課法務調整官であるＵを指名し、同

日付けで、その旨を審査請求人に通知した。 

（２）審理手続 

ア 審理員は、平成３０年６月１８日付けで、処分庁に対し、同年７月１

８日までに弁明書を提出するよう求めた。 
イ 処分庁は、平成３０年７月１８日付けで、審理員に対し、弁明書を提

出した。審理員は、同月２４日付けで、審査請求人に対し、弁明書の副本

を送付するとともに、反論書を提出する場合には同年９月２５日までに提

出するよう求めた。 
ウ 審査請求人は、平成３０年８月３０日付けで、審理員に対し、反論書

を提出した。 
エ 審理員は、平成３０年１０月４日付けで、審査請求人に対し、審理を

終結した旨並びに審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予定時期

が同月１１日である旨を通知した。 
オ 審理員は、平成３０年１０月１１日付けで、審査庁に対し、審理員意

見書及び事件記録を提出した。 
以上の審理員の審理手続については、特段違法又は不当と認められる点はう

かがわれない。 
 ２ 本件却下処分の適法性及び妥当性について 

（１） 「正当な理由」の解釈 
ア 裁判例の考え方 

知的財産高等裁判所が示す解釈によると、特許法１１２条の２第１項に

いう「正当な理由」があるときとは、特段の事情のない限り、原特許権者

（その特許料の納付管理又は納付手続を受託した者を含む。）において、

一般に求められる相当な注意を尽くしてもなお避けることができないと認

められる客観的な事情により、同法１１２条１項の規定により特許料を追

納することができる期間内に特許料及び割増特許料を納付することができ

なかった場合をいうものと解するのが相当であるとされる（知的財産高等

裁判所平成２９年（行コ）第１０００４号平成３０年５月１４日判決及び

東京地方裁判所平成２９年（行ウ）第２５３号平成２９年１１月２９日判
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決参照）。 
イ 「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン（平成２８年３月特許

庁）」（以下「ガイドライン」という。）の考え方 
特許庁は、正当な理由による権利の回復が認められるか否かについて、

出願人等の予見可能性を確保することを目的としてガイドラインを公表し

ており、ガイドラインでは、「手続をするために出願人等が講じていた措

置が、状況に応じて必要とされるしかるべき措置（以下「相応の措置」と

いう。）であったといえる場合に、それにもかかわらず、何らかの理由に

より期間徒過に至ったときには、期間内に手続をすることができなかった

ことについて『正当な理由』があるものとして、期間徒過後の手続を許容

する」という考え方が示されている。 
そして、期間徒過の原因事象が人為的なミスに起因する場合、期間徒過

の原因事象の発生前に講じた措置が相応の措置といえるか否かについては、

「通常の注意力を有する者であれば、当該ミスによる事象の発生を回避す

べく措置を講ずべきであることから、その事象の発生を回避できなかった

ことをもって、原則、出願人等は、相応の措置を講じていなかったものと

され」るが、「出願人等が講じていた措置により、通常であれば当該ミス

による事象の発生を回避できたにもかかわらず、特殊な事情があったこと

によりそれを回避できなかったといえるときは、その措置は相応の措置で

あったと判断されることもあ」るとしている。 
また、特許庁に対する手続を代理人に委任している場合について、「当

該手続は当該代理人が行うことが通常であることから、出願人等が手続を

するために講じた措置については、原則として、出願人等だけでなく当該

代理人に対しても相応の措置を講じていたか否かが判断され」るとしてい

る。 
   ウ 当審査会が採用する判断の枠組み 

上記アで示した裁判例の判断の枠組みは、特許法１１２条の２第１項に

係る「正当な理由」の趣旨について、第三者の監視負担も考慮しつつ、原

特許権者（その特許料の納付管理又は納付手続を受託した者を含む。）の

責任において、特許料の納付等の管理について相当な注意を尽くす必要が

あることを前提として、一般に求められる相当な注意を尽くしてもなお納

付できないという事象の発生を避けることができないと認められる客観的

な事情を明らかにすることを求めているものである。特許権についての特
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許料の納付等の管理が、特許権者の責任において行われるべきものである

ことも踏まえれば、当該枠組みは妥当であると考えられるので、以下、こ

の枠組みを使って検討する。 
また、ガイドラインで示されている基本的な考え方は、特許料の納付等

の管理の重要性に見合った注意義務を前提として「相応の措置」を求める

もので、上記裁判例で示された「相当な注意」と同趣旨であると考えられ

るため、ガイドラインで示されている考え方も考慮しつつ判断することが

有効であると考える。 
（２）「正当な理由」の有無 

ア 具体的検討 
（ア）各項末尾掲記の資料及び当審査会において確認した特許情報プラッ

トフォームの情報によれば、本件の経緯はおおむね以下のとおりであ

ったと認められる。 
① 平成２３年３月、審査請求人の代表者は本件特許権の第１年分から

第３年分までの特許料を納付し、設定登録を受けた。これらの手続は、

Ｖ事務所が代理して行った。 
（特許情報プラットフォームの本件特許権の経過情報） 

② 平成２６年３月、本件特許権の第４年分の特許料が納付された。な

お、当該納付の前に、Ｖ事務所から本件事務所に対し、リマインダに

より納付の意思確認をしたところ、本件事務所からＶ事務所に対し、

今後はＷ社が納付することになると回答した。 
（特許情報プラットフォームの本件特許権の経過情報、本件事務所か

らＶ事務所へ送付された文書） 
③ 審査請求人とＱ社との間の権利関係等について確認された許諾同意

が補正され、Ｑ社は、平成２７年７月以降、許諾された知的財産権を

維持することに関する特許出願料、特許手続費用及び他の法的費用に

ついて責任を負い、審査請求人に許諾された特許権を維持することに

同意した。 
（許諾同意） 

④ 平成２７年９月、本件特許権の第５年分の特許料が納付された。当

該納付時期からすると、特許料を追納することができる期間に特許料

及び割増特許料を追納したものと考えられる。 
（特許情報プラットフォームの本件特許権の経過情報） 
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⑤ 平成２８年３月、本件特許権の第６年分の特許料について、納付期

限を徒過した。 
（特許情報プラットフォームの本件特許権の経過情報） 

⑥ 平成２８年５月、Ｑ社の本件責任者が本件事務所に対し、Ｑ社に係

る全ての特許権に関するデータを本件ＬＬＰに移管するよう指示した。

同年６月、本件事務所から本件ＬＬＰに対し、当該特許権の情報が記

載された本件レポートを送付し、本件ＬＬＰにおいて、その期間管理

用ソフトウェアに情報を入力した。 
  なお、平成２８年５月の上記指示後、本件責任者は、本件ＬＬＰに

対し、全ての特許権に関する期限を知らせるよう指示したが、下記⑧

の報告までの間、同期限は本件ＬＬＰから本件責任者に対して報告さ

れなかった。 
（本件事務所から本件ＬＬＰに送信した電子メール及び 
添付の本件レポート、本件ＬＬＰ所属の弁護士の陳述） 

⑦ 平成２８年９月、本件特許権の第６年分の特許料について、追納期

限を徒過した。 
（特許情報プラットフォームの本件特許権の経過情報） 

⑧ 平成２８年１０月、Ｑ社の本件責任者は、本件ＬＬＰに対し、再度

全ての特許権に関する期限を知らせるよう指示した。同月、本件ＬＬ

Ｐは、同期限を報告した。 
（本件ＬＬＰ所属の弁護士の陳述） 

⑨ 平成２９年１月、本件ＬＬＰ所属の担当弁護士が、Ｖ事務所に対し、

本件特許権の第６年分の特許料の納付を指示したが、Ｖ事務所は、上

記②のとおりＷ社が納付することになると回答を受けていたため、本

件特許権について取り扱っていない旨回答した。本件ＬＬＰが特許情

報プラットフォームを確認したところ、本件特許権の第６年分の特許

料が納付されていないことを知った。 
（本件ＬＬＰ所属の弁護士とＶ事務所との間で交わされた 

電子メール） 
（イ）上記（ア）の経緯を基に検討すると、本件における関係者の状況は

以下のとおりであったと認めるのが相当である。 
① Ｑ社は、平成２７年７月以降、審査請求人に許諾された特許料の納

付管理及び特許権の維持に責任を有しており、本件特許権の納付管理



 

9 
 

について、Ｑ社は原特許権者と同様の立場にあった。しかし、上記

（ア）⑥のとおり、Ｑ社は、それから１年経過した時点においても、

自身が責任を有する特許権に関する期限を把握していなかった。 
② 特許権の納付管理は、平成２８年５月の時点で、Ｑ社から本件事務

所に委任されており、本件事務所はＱ社の納付管理を代理していた。

その間に本件特許権の第６年分の特許料の納付期限を徒過していたが、

本件事務所は本件ＬＬＰへの移管の際に、その旨及び本件レポートに

記載された本件特許権に係る納付の日付（平成２８年９月２５日）が

追納期限である旨を伝達していなかった。また、本件事務所は、日本

における納付事務の再委任先をＶ事務所からＷ社に変更したが、上記

（ア）⑨の事情を踏まえて推測するに、納付管理を遂行する上で重要

と考えられる当該変更を本件ＬＬＰに連絡していなかったものと考え

られ、そうすると、Ｑ社にも当該変更が伝わっていなかったとも考え

られる。 
③ 本件ＬＬＰは、本件事務所から送付された本件レポートに記載され

た本件特許権に係る納付の日付について、追納期限であることを知ら

ずに納付期限であるとして期間管理を行ったため、平成２８年９月、

追納期限を徒過した。 
（ウ）審理員は、本件について、納付管理の移管を受けた本件ＬＬＰにお

いて期間管理用ソフトウェアの入力に「相当な注意」を尽くしていな

いと判断したが、上記の経緯及び関係者の状況を総合すると、次のよ

うに判断することが相当である。 
Ｑ社は、本件特許権の特許料の納付管理及びその維持について特許権

者と同様の責任を有しており、納付管理を第三者に委任した上で更にそ

の受任者を変更する場合にもその移管が適切に遂行されるよう「相当な

注意」を尽くすべき立場にあったが、そのような注意を払っていたこと

について具体的な主張・立証はされていない。 
次に、Ｑ社から納付管理を委任された本件事務所及び本件ＬＬＰにつ

いて、本件事務所から本件ＬＬＰに移管する時点で本件特許権の納付期

限を徒過していたが、この点を含め、本件事務所が、本件特許権の維持

のために必要な情報を本件ＬＬＰに伝達していれば、又は、本件ＬＬＰ

が、本件事務所との間で本件特許権の納付管理に関する情報を確認して

いれば、本件期間徒過は発生していなかったのであって、本件特許権の
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移管前後の代理人の双方において「相当な注意」を尽くしていたとは認

められない。 
審査請求人は、本件特許権の特許料の納付管理とその維持に責任があ

ったＱ社が破産による混乱状況にあったため、「相当な注意」を尽くす

ことができなかったと主張しているが、そのような事情を具体的に認め

るに足りる主張・立証はなく、「正当な理由」の存在を何ら明らかにし

ていない。 
（エ）したがって、本件期間徒過は、Ｑ社、本件事務所及び本件ＬＬＰに

おいて、一般に求められる相当な注意を尽くしてもなお避けることが

できないと認められる客観的な事情により、特許料及び割増特許料を

納付することができなかった場合に当たるということはできず、「正

当な理由」があったということはできない。 
イ ガイドラインの考え方に沿った補充的検討 

上記アで説示したところに加えて、ガイドラインの考え方に沿って検討

しても、原特許権者等（代理人を含む。）が、通常であれば特許料の追納

期間の徒過を回避するに足りる相応の措置を講じたにもかかわらず、特殊

な事情があったことにより当該期間徒過が生ずることを回避できなかった

と認めるに足りる主張・立証はない。したがって、ガイドラインの考え方

を考慮しても、期間徒過後の手続を許容すべき「正当な理由」があるとは

認められない。 
３ まとめ 

   以上によれば、本件却下処分は違法又は不当であるとはいえないから、本件

審査請求を棄却すべき旨の諮問に係る判断は妥当である。 
   よって、結論記載のとおり答申する。 
 
    行政不服審査会 第３部会 

委   員   戸   塚       誠 

委   員   小 早 川   光   郎 

委   員   山   田       博 


